
（平成２２年３月３１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 1 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 5 件

厚生年金関係 5 件

年金記録確認群馬地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 

群馬厚生年金 事案 589 

  

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店

における資格喪失日に係る記録を昭和 36 年５月１日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を２万 4,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していたか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 36 年４月 28 日から同年５月１日まで 

    昭和 26 年５月から 60 年７月まで継続してＡ社に勤務していたが、厚

生年金保険の被保険者期間に空白が生じている。給与から保険料を控除

されていたと思うので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であ

ったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

人事異動記録及び雇用保険の記録から判断すると、申立人はＡ社に継続

して勤務し（昭和 36 年５月１日にＡ社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、Ａ社Ｃ支店における申

立人に係る厚生年金保険被保険者名簿の昭和 36 年３月の記録から２万

4,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる

関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得

ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、行ったとは認められない。 



群馬厚生年金 事案 590 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 19 年 12 月から 20 年 10 月 31 日まで 

    申立期間において、Ａ社及び同社から社名変更したＢ社に事務員とし

て勤務したが、社会保険事務所（当時）に記録の照会をしたところ、

厚生年金保険の加入記録が無い旨の回答を受けた。しかし、この回答

には納得がいかないので、申立期間について厚生年金保険の被保険者

であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務したと申述しているＡ社における同僚の証言により、申

立人は、期間の特定はできないものの、同社及び同社から昭和 20 年８月

25 日に商号変更したＢ社に事務員として勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社の事務責任者による「厚生年金保険の制度が始ま

った昭和 19 年 10 月に在職していた事務員はすべて加入させたが、それ

以降は長続きしそうな人だけを加入させていた。同年 12 月ごろの入社で

ある申立人を厚生年金保険に加入させたかは分からない」との証言、及

び同社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に氏名が無い者が、他の元

従業員からの証言で、当時在職していた者として挙げられていることを

踏まえると、同社においては従業員のすべてを厚生年金保険に加入させ

る取扱いではなかったことが考えられる。 

また、申立期間における当該二つの事業所にかかる健康保険厚生年金

保険被保険者名簿に申立人の氏名は無く、健康保険番号に欠番は無い。 

   さらに、申立人は申立期間における厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を保有してお

らず、このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



 
  

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

群馬厚生年金 事案 591 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 59 年９月 21 日から 62 年３月２日まで 

    昭和 59 年７月にＡ社にパート社員として入社して以来、継続して勤

務しており、勤務地は平成 21 年６月１日に退職するまで変わらず同社

のＢ工場であったので、厚生年金保険の被保険者期間に空白期間がある

ことに納得できない。申立期間について厚生年金保険の被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び複数の同僚の証言から、申立人が申立期間について

継続してＡ社に勤務していたことが認められる。 

しかしながら、昭和 59 年９月 21 日に厚生年金保険の資格を喪失し、申

立人のＡ社における厚生年金保険被保険者期間に空白期間が生じているこ

とについて、同社の事業主は、当時の資料が無いため事実関係は不明であ

るが、保険料の納付については、社会保険事務所（当時）から納入告知さ

れた保険料額と、従業員の給与から源泉控除した保険料総額との照合は必

ず行っていた旨を回答している。 

また、当該事業所における同僚は、「当時は、ご主人の扶養範囲内で勤

務するパート社員が多数在籍していた」と証言している。 

さらに、申立人の夫の健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、申

立人は、申立期間とほぼ一致する期間について、その夫の健康保険被扶養

者として認定されていることが確認できる。 

加えて、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を保有しておら

ず、その記憶も明確ではない。 



 
  

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわ

せる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

群馬厚生年金 事案 592 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

    住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 17 年６月１日から 19 年６月１日まで 

    Ａ社Ｂ所に昭和 16 年４月に入社し、20 年８月 23 日まで継続して勤

務した。17 年６月１日から 19 年６月１日までの期間について年金記録

の空白があるのは納得できないので、申立期間について厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。  

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が地元の学校を卒業後、Ａ社Ｂ所に入社し、申立期間において勤

務していたことは、申立人の申述内容及び同時期に入社した複数の同僚

の証言により推認できる。 

   しかしながら、申立期間においては、労働者年金保険法が適用されてい

た期間であり、同法では、工場法または鉱業法の適用を受ける工場又は

事業場等に使用される男子労働者(事務職を除く)のみが適用対象とされ

ていたところ、申立人は｢付属の青年学校に３か月間及びＣ技術学校に３

年間在籍した後、昭和 19 年７月ごろＤ課Ｅ係に配属された。仕事の内容

は倉庫の管理、伝票の作成等の事務職であった｣と申述しており、申立人

の上司であったＤ課課長補佐も記録が確認できないことを踏まえると、

申立人は同法の適用対象外であったものと考えられる。 

   また、当該事業所の同僚に係るオンライン記録について個々に確認する

と、資格取得日が昭和 17 年６月１日の者は、入社後、継続して工場で生

産に従事しており、申立人と同様に 19 年６月１日の者は、いずれもＣ技

術学校を卒業後は事務職であった旨を証言している。 

さらに、申立人は申立期間における厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を保有しておら

ず、このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について



 
  

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

群馬厚生年金 事案 593 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成 15 年 12 月 31 日から 16 年１月１日まで 

    Ａ社に平成 15 年 12 月 31 日まで在籍し、同日をもって退職したはず

であるが、厚生年金保険の資格喪失日は同年 12 月 31 日となっている。

この場合の資格喪失日は 16 年１月１日となることから、申立期間につ

いて、厚生年金保険の被保険者期間と認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における厚生年金保険の資格喪

失日は、当初、平成 15 年 12 月 31 日と記録されていたが、同社が届け出

た申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届（資格喪失日の

訂正）に基づき、21 年５月 25 日付けで 16 年１月１日に訂正されている

ものの、当該訂正届から２年以上前である申立期間は、厚生年金保険法第

75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間にはな

らないとされているところ、申立人は、申立期間である当該訂正期間につ

いても、厚生年金保険の給付対象期間とするよう主張している。 

しかしながら、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律（平成 19 年 12 月 19 日法律第 131 号）に基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が申立人の給与から厚生年金保険料を控

除していた事実がある場合とされているところ、当該事業所が保有する雇

用保険被保険者離職証明書（事業主控）によると、申立人の離職年月日は

平成 15 年 12 月 31 日となっているものの、同事業所の回答及び当該証明

書の記載から、産前産後の休暇から離職日まで申立人は勤務していないた

め給料の支払が無く、申立期間において、給与から厚生年金保険料が控除

されていた事情はうかがえない。 

   さらに、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料控除の事実が確認でき



 
  

る給与明細書等の資料を保有しておらず、このほか、申立人の申立期間に

おける厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は

見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

群馬厚生年金 事案 594 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年 12 月から 46 年４月まで 

    Ａ社に勤務していた昭和 45 年 12 月から 46 年４月までの期間におけ

る厚生年金保険の加入期間について、社会保険事務所（当時）へ照会

したところ、申立期間について加入記録が無いとの回答を受けた。申

立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人が、Ａ社に勤務していたことは、申立人に当時の具体的な記憶が

あることからうかがえるものの、同社の事業主は「当時の社会保険担当者

は死亡しており、資料も残っていないため不明」と回答している上、同僚

で連絡の取れた者からも申立人に関する記憶があるという証言を得られな

いことから、その勤務期間については、特定することができない。 

また、申立期間において当該事業所で厚生年金保険記録が確認できる同

僚は、「当時、工場が大きくなり人員不足で多くの従業員を募集したが、

従業員の出入りが激しく、すぐに辞めてしまう人が多かったので、半年ぐ

らい様子を見てから厚生年金保険に入れていたようだ」と証言しているこ

とから、申立期間当時、事業主はすべての従業員を入社と同時に厚生年金

保険に加入させる取扱いではなかったことがうかがえる。 

さらに、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、

申立期間において健康保険整理番号に欠番は無いほか、雇用保険において

も加入記録は確認できない。 

   加えて、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を保有しておらず、

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



 
  

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 


